
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

新河端病院 理念 

 信頼と安心の医療 
１．患者様に感動をしていただける医療を実践します。 

１．患者様に選んでいただける病院づくりを実践します。

「 患者さまの権利 」 
患者さまには次のような権利があります。 

私たちはその権利を尊重するような医療を行います。

・医療を受ける権利 

・知る権利 

・自分で決定する権利 
・プライバシーを守られる権利 

医療法人 医修会 新河端病院

第８回 ふれあい健康教室のお知らせ 

今回で８回目となる「ふれあい健康教室」を１０月１日

（土）１４：００から、外来待合いロビーで行います。 

毎年１０月は『乳がん月間』ということ 

もあり、今回は「乳がん」をテーマに、 

当院の井口千景医師を講師 

として約１時間の教室を行います。 

参加無料となっておりますので、みな 

さんお誘い合わせのうえお越し下さい。なお 

ご参加いただく方は事前に申込みをお願いいたします。 

受付は医事課外来またはリハビリ室にて行っております。 

病院に対するご意見ご希望、また「ふれあい」へのご意見をお聞かせ下さい。（備え付けの意見箱をご利用下さい。）

乙訓基本健康審査のお知らせ 

今年も乙訓地区基本健康審査が実施されます。この健康

審査は当院でもお受けいただくことができます。概要は以下の

とおりです。 

実施期間：９月１日（木）～１０月３１日（月） 

受付時間：基本健康審査は朝診のみ 

前立腺がん検診、大腸がん検診は当院の受付

時間内 ※いずれも予約は必要ありません 

実施検査： 

①基本健康審査 

問診・検尿・血圧・身体測定・心電図・血液検査 

対象者：乙訓地区在住の４０才以上の方（向日市・大山

崎町の方は受診時に４０才になっていないと受診

できません。長岡京市の方は１８年３月３１日ま

でに４０才になっていれば受診することができます。

負担金：長岡京市のみ１０００円（免除制度あり） 

②前立腺がん検診 

血液検査（ＰＳＡ値） 

対象者：乙訓地区在住の５５才以上の男性 

負担金：２００円（免除制度あり） 

③肝炎ウイルス検診 

血液検査（ＨＢｓ抗原・ＨＣＶ抗体） 

対象者：基本健診を受けられた方で以下の項目に該当す

る方 

・乙訓地区在住の４０才以上節目年齢の方（年齢の数え

方は二市一町によって変わりますので詳しくは外来受付

までお尋ね下さい） 

（１）過去に肝機能障害を指摘されたことのある方 

（２）広範な外科的処置を受けたことのある方 

（３）妊娠・分娩時に多量に出血したことのある方 

（４）今年の基本健診の血液検査でＧＰＴ値により要指導とさ

れた方 

④大腸がん検診 

問診と便に血が混じっていないかを調べます（医師の問診

を受けて頂いてから容器をお渡しし、後日持参して頂きま

す。） 

対象者：乙訓地区在住の４０才以上の方 

負担金：４００円（免除制度あり） 

 

基本健康審査自己負担金免除の方 

① ７０才以上の方（平成１８年３月３１日までに７０才にな

る方も含みます） 

② ６５才以上の老人医療受給者証をお持ちの方 

③ 生活保護受給者証をお持ちの方 

④ 市民税非課税世帯の方（自己負担金免除カードを提

示して下さい。提示がなければ負担金が必要です。） 

前立腺がん検診・大腸がん検診自己負担金免除の方 

①～④同上 

⑤ 福祉医療受給者証をお持ちの方（大山崎町） 

 


